
都市再生整備計画（第1回変更）

安城
あ ん じ ょ う

矢作
や は ぎ

川
が わ

水辺
み ず べ

地区

愛知
あ い ち

県　安城
あんじょう

市

平成２１年８月



都市再生整備計画の目標及び計画期間

市町村名 地区名 面積 662.5 ha

平成 20 年度　～ 平成 22 年度 平成 20 年度　～ 平成 年度

目標

目標設定の根拠
まちづくりの経緯及び現況

課題

将来ビジョン（中長期）

目標を定量化する指標

単　位 基準年度 目標年度

％ 19 22

㎡／人 19 22

箇所 19 22

都道府県名 愛知県 安城市
あんじょうし

安城
あんじょう

矢作川
やはぎがわ

水辺
みずべ

地区
ちく

計画期間 交付期間 22

大目標：地域資源と調和した環境共生づくり
　目標１）　地域を流れる河川の河川敷や堤防を利用し、自然環境に親しむ場を創出する。
　目標２）　鉄道や自転車を活用した自動車利用の抑制により環境負荷の低減を図る。
　目標３）　歴史的価値観を広めるため、文化的遺産の保全や自然的遺産の活用を図る。

　本地域は農地が主体であるが、一般国道２３号（名豊道路）沿道には現在、大中小様々な工場が立地し、将来的にも当該工業地周辺には工業立地需要が見込まれており、既存の工場の拡張も計画されている。
　工業地の就業人数は約13,000人に上り、通勤車両も多く、渋滞を避けた車両が集落内を横切るなど危険な状況である。このため、公共交通の利便性の向上と交通安全の確保等の観点から、環境首都を目指す本市として、鉄道は環境負荷を低減する
ための重要な公共交通機関として位置付けていることから、当該土地にて新駅を建設することとなった。
また、本地区には農地に恵みをもたらす矢作川の自然環境や古くは徳川家康の三大危機とされる三河一向一揆の中心となった本證寺があり、保全や有効活用を図りながら、自然環境と歴史的文化財の価値観を高めるため、地域住民と協働で環境づく
りが必要となっている。
　このため、農地と工業地域ならびに自然または文化的遺産との共生を図り、地区内の生活環境の保全と新たな環境共生空間を創出するため、職住環境と自然環境等が調和した整備が急務となっている。

・本地域の東～南界（行政界）には一級矢作川水系矢作川が流れており、自然環境を有効活用した親水性に富んだ市民の憩いの場・健康づくりの場となるコミュニティ空間等の整備が必要である。
・当該土地にて新駅を建設することとなったため、鉄道利用者の送迎と付近農業従事者にとって障害となる鉄道利用者の駐車車両等にも配慮するため駅前広場の整備が必要であり、また、自動車からの転換を促すための自転車道や歩道の整備が必
　要である。
・県指定の記念物である本證寺は広い境内地を有しているが、境内を取り囲む堀の水質が年々悪化し、害虫等の発生により周囲に悪影響を与える施設となっていため、地域コミュニティの場として有効活用させるため改善が必要である。

第７次安城市総合計画において、「市民とともに育む・環境首都・安城市」を目指すべき都市像としている。
また、都市計画マスタープランにおける地域別構想において、新たな工業立地需要に対応した工業地域形成と親水性に富んだレクリエーション地区の創出を目標に掲げている。
よって、工業と農業等が調和した良好な就業環境と一級河川矢作川の恵まれた自然環境を生かした憩いと健康づくりの場を一体的に創出し、持続性のあるレクリエーション拠点として活用を図る。

指　　標 定　　義 目標と指標及び目標値の関連性 従前値 目標値

13

コミュニティ空間度 地区内１人当たりの公園、広場等の面積
・自然環境や文化的遺産等を活用したレクリエーション空間を創出
し、歴史的価値観と地域コミュニティの促進を図る。 12 15

エコ転換率
地区内主要企業で働く従業員のうち、通勤手段として自
転車、歩行者の占める割合

・自歩道や鉄道施設の一体的な整備により自動車からの転換を促
し、環境負荷の低減を図る。 3

7大量輸送期間停車場数 環境負荷を低減することができるバスの停車場数
・大量輸送機関が発着できる場所を整備することにより、環境負荷
の低減と交流人数を増やし、地区の活性化を高める。 6



都市再生整備計画の整備方針等

計画区域の整備方針

その他

・歴史的建造物等の文化財の場や自然環境を活用したコミュニティ空間を利用し、文化や自然の遺産価値を高め、地域環境の保全と交流を促進する。 地域創造支援事業（提案事業／文化的遺産再生事業)
高質空間形成施設（基幹事業／コミュニティ空間）

＜地区の特性は、・・・＞

・本地域は一般国道２３号（名豊道路）沿道の新たな工場立地の受皿となる地区以外は農地が主体であり、一級河川矢作川の恩恵を受ける良好な農業環境を有す地域であるため、河川と田園の水辺環境にふさわしい本市の原風景的景観形成を図る必
要がある。
・地域内に分散している集落については、個性を尊重し、落ち着きのある伝統的なたたずまいを保全する地域として集落地景観形成を図る必要がある。
・緑道（県道豊田安城自転車道）を有効活用したまちづくりを推進する必要がある。

＜実現するためのしかけは、・・・＞

・本地域の東～南界（行政界）には一級河川矢作川が流れており、西三河地域を結ぶレクリエーション軸として親水性に富んだ市民の憩いの場・健康づくりの場となる地区として、コミュニティ空間や緑道の整備を促進するとともに、工場立地に伴う環境負荷
に対して
は、通勤車両等の自動車利用から鉄道利用への転換を促進させることにより、地域の農業景観、集落景観との調和と保全を図る。
・地域の催事をおこなう公共的な施設であり、また重要文化財としても指定されている本證寺の再生を地域住民と協働で行うことにより地域コミュニティの活性化と歴史的文化財の価値観を高める。

＜実践しているソフトウェアーは、・・・＞

・本市においては２００５年に策定した第７次総合計画（２００５～２０１４年度）では、めざす都市像を「市民とともに育む環境首都・安城」とし、本市の持つ環境資源を大切にしながら、環境にやさしい個性あるまちづくりを進めており、個別計画として位置付
けている主要プロジェクト「健康的で環境にやさしい交通環境づくり」の中で「エコサイクルシティの実現」を推進することとしている。現在、「エコサイクルシティ計画」を策定中であり、本地域においても骨格的な役割を果たすものと考えらます。
・自然環境に恵まれた一級河川矢作川を利用したイカダくだりを民間団体が年１回行っており、本市においては参加者の受付け等の後援を行っている。

＜事業期間終了後は、＞

・自然環境に富んだ本地域において様々なレクリエーションの場として活用できるように、市民と行政が一体となった各種のイベントを企画、運営または援助していく。

方針に合致する主要な事業
・矢作川堤防のコミュニティ空間の整備や追田川の堤防を利用した自歩道を整備することにより自然環境に親しむ憩いの場を創出する。 道路（基幹事業）

高質空間形成施設（基幹事業／コミュニティ空間）
まちづくり活動推進事業（提案事業／レンタサイクル社会実験)

・自歩道や鉄道施設の一体的な整備により自動車利用からの転換による環境負荷の低減を図るとともに、地域内外の市民交流と健康づくりの場を
　提供する。

道路（基幹事業）
地域生活基盤施設（基幹事業／駐輪場）
高質空間形成施設（基幹事業／公衆トイレ、照明灯）
まちづくり活動推進事業（提案事業／レンタサイクル社会実験)



都市再生整備計画の区域
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　 安城矢作川水辺地区

　安城矢作川水辺地区　（662.5ha）



エコ転換率 （　％　） 3 （１９年度） → 13 （２２年度）

コミュニティ空間度 （　㎡/人　） 12 （１９年度） → 15 （２２年度）

大量輸送機関停車場数 （　箇所　） 6 （１９年度） → 7 （２２年度）

　安城矢作川水辺地区（愛知県安城市）　整備方針概要図

目標 地域資源と調和した環境共生づくり
代表的な

指標

地区 名 ： 安城矢作川水辺地区
区域面積 ： ６６２．５ｈａ

■基幹事業
道路
[市道 南門原三ッ塚線]
地域生活基盤施設
[駐輪場]
高質空間形成施設
[照明灯]

□提案事業
地域創造支援事業
[文化的遺産再生事業]

基幹事業

提案事業

関連事業

凡 例

○関連事業
道路

[市道 山田曽根３号線]

■基幹事業
道路
[市道 小川安城線]
地域生活基盤施設
[駐輪場]
高質空間形成施設
[公衆トイレ]
高質空間形成施設
[照明灯]

■基幹事業
道路
[市道 藤井東井筋自転車道線]

□提案事業
まちづくり活動推進事業
[レンタサイクル社会実験]

■基幹事業
高質空間形成施設
[コミュニティ空間]
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